
募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

宅
地
内
で
の
漏
水
に
つ
い
て

　

宅
地
内
で
漏
水
が
発
見
さ
れ
た

場
合
は
、
お
近
く
の
市
指
定
給
水

装
置
工
事
業
者
に
連
絡
し
、
早
急

に
修
理(

お
客
様
負
担)

を
お
願
い

し
ま
す
。
漏
水
は
、
す
べ
て
の
蛇

口
を
閉
め
た
状
態
で
「
パ
イ
ロ
ッ

ト
」
と
よ
ば
れ
る
コ
マ
で
確
認
で

き
ま
す (

回
転
し
て
い
る
と
漏
水

し
て
い
ま
す)

。
漏
水
も
水
道
料

金
に
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
各
家

庭
で
水
道
メ
ー
タ
ー
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
水
道
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

■
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
☎(

32)

８
９
１
１

停
電
後
の
水
の
濁
り
や
水
圧

低
下
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

夏
に
な
る
と
落
雷
に
よ
る
停
電

が
多
く
な
り
ま
す
。

　

市
内
の
各
配
水
場
に
は
、
自
家

用
発
電
機
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

停
電
に
な
っ
て
も
水
を
送
り
続
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
停
電
し

て
か
ら
発
電
機
の
電
源
に
切
り
替

わ
る
ま
で
多
少
の
時
間
が
か
か
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
地

域
に
よ
っ
て
は
停
電
直
後
か
ら
水

の
出
が
弱
く
な
っ
た
り
、
復
旧
後

に
水
が
濁
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

水
が
濁
っ
た
場
合
、
通
常
は
し

ば
ら
く
水
を
流
し
続
け
る
と
き
れ

い
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
き

れ
い
に
な
ら
な
い
場
合
は
、
水
道

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
☎(

32)

８
９
１
１

水
道
水
放
射
性
物
質
の
検

査
結
果

　

検
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
☎(

32)

８
９
１
１

合
に
、
以
下
の
順
番
で
順
位
が
先

に
な
る
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

支
給
対
象
者
は
、
戦
没
者
等
の

死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で

１
．
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得

し
た
方

２
．
戦
没
者
等
の
子

３
．
戦
没
者
等
の
①
父
母 

②
孫 

③
祖
父
母 

④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

り
、 

順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

４
．
１
か
ら
３
以
外
の
戦
没
者
等

の
三
親
等
内
の
親
族
（
甥
、
姪
な

ど
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
が

あ
っ
た
方
に
限
り
ま
す
。

■
支
給
内
容

・
国
債
名
称

　

第
十
回
特
別
弔
慰
金
国
庫
債
券　

い
号

・
額
面

　

25
万
円
（
５
年
償
還
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課
☎(

32)

８
９
０
４

お
知
ら
せ

寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た

　

こ
の
た
び
、
下
野
市
グ
リ
ー
ン

保
存
育
成
基
金
に
、
次
の
方
々
か

ら
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

花
ま
つ
り
出
店
協
力
会金

5
万
円

　

農
村
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ

　

国
分
寺
支
部　
　
　

金
1
万
円

　

パ
ン
ジ
ー
・
あ
ざ
み
金
5
千
円

　

関
根
井
会　
　

      

金
5
千
円

　

柴
北
・
川
南　

      

金
5
千
円

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の

皆
様
へ

　

第
十
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期

限
は
、
平
成
30
年
４
月
２
日
ま
で

で
す
。
請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
、

第
十
回
特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権

利
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
と
な
る
方

　

平
成
27
年
４
月
１
日（
基
準
日
）

時
点
で
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務

扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年

金
」
な
ど
を
受
け
と
る
方
（
戦
没

者
の
妻
や
父
母
等
）
が
い
な
い
場

採取日
採取場所 セシウム 134 セシウム 137
基準値

（セシウム 134 及び 137 の合計） 10Bq/kg

南河内第１配水場
石　橋第１配水場
国分寺第１配水場
南河内第２配水場
石　橋第２配水場
国分寺第２配水場

不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出

不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出

6月 15 日

広報しもつけ　2017.8

Shimotsuke
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